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大洲総合運動公園及びフェンシング場 

指定管理者募集要項 

 

１ 指定管理者募集の目的 

従来、公の施設の管理受託者については、公共団体等に限定されていましたが、平成１

５年６月の地方自治法の一部改正により、指定管理者制度が創設されました。これは、公

の施設の管理を、民間の事業者に門戸を開放し、民間の事業者の有するノウハウを活用す

ることにより、県民サービスの向上と経費の節減につなげようとするものです。 

指定管理者の選定にあたっては、広く事業者を公募し、管理運営について創意工夫のあ

る提案を募集します。 

本募集要項は、大洲総合運動公園及び大分県立フェンシング場（以下「運動公園等」と

いう。）の指定管理者の募集に関して必要な事項を定めたものですが、運動公園等（大分

県所管）と大分市大洲総合体育館（大分市所管）は同一敷地内に併設する施設であり、こ

の２施設を一体管理することにより両施設の効率的な運用を図るため、大分県と大分市は、

共同で指定管理者を募集し、同一の指定管理者の候補を選定することとしています。 

募集要項は、大分県、大分市それぞれが定めていますので、応募に当たってはそれぞれ

の募集要項に十分留意し、必ず双方の申請手続きを行ってください。また、現地説明会、

指定管理候補者選定委員会は、大分県、大分市が共同で開催します。 

指定管理者は、大分県議会、大分市議会のそれぞれの議決をもって指定されることとな

ります。 

 

２ 対象施設の概要 

（１）施設の名称及び所在地 

 ア 大洲総合運動公園      大分市青葉町１番地 

  イ 大分県立フェンシング場   大分市青葉町１番地 

 

（２）施設の設置目的等 

県民のスポーツ振興及び健康増進を目的として、大洲総合運動公園（公園・生活排水

課所管）は昭和５３年８月に開園、大分県立フェンシング場（体育保健課所管）は平成

１１年４月に供用開始した施設である。 

 この運動公園等は、スポーツ・レクリエーション活動の場として、また県民の憩いの

場として、県民の健康と体力の維持増進・スポーツ振興を図ること目的としている。 

 

（３）運営の方向性 

   運動公園等が持つ効用を最大限に発揮させるため、指定管理者の提案を生かして利用 
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者サービスの向上と経費の節減とともに、より一層の利活用の促進を図る。 

  ア 適切な管理運営 

     ・効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の節減に努める。 

   ・利用者の意見を管理運営に反映させ、利用者の満足度を高める。 

   ・安全管理マニュアルに基づき、利用者の安全に十分配慮する。 

   ・地域に密着した施設として、地域住民やＮＰＯ等と協働して管理運営を行う。 

   ・都市緑化の理解を深める。 

  イ 利活用の促進 

     ・多くの県民に広く親しまれるよう、広報活動及び利用促進事業を行う。 

     ・民間事業者のノウハウを活かし積極的にイベント等の誘致活動を行う。 

     ・ネーミングライツパートナーシップ事業を効果的に実施する。 

   ・利用者に対するサービスの一層の向上を図る。 

 

（４）目標指標 

県では、運動公園等の運営に関して、次のとおり目標指標を定めていますので、これ

が達成できるように努力をしてください。                       

 

 

 

（５）施設の概要 

  ア 敷地面積    約１６．４ｈａ（うち、フェンシング場部分約０．０５ｈａ） 

  イ 主要施設の内容 硬式野球場（ネーミングライツパートナーシップ事業対象施設）、 

           軟式野球場、テニスコート、弓道場、多目的広場、みんなの広場、 

           フェンシング場 

目標指標 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

年間利用者数

（人） 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

テニスコート 

利用者数（人） 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

入場料徴収 

イベント日数 

（高校野球） 

40 40 40 40 40 

入場料徴収 

イベント日数 

（その他） 

20 20 20 20 20 
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 ウ その他 スポーツ交流館２階、自動販売機設置箇所の一部は、他団体が行政財産の

目的外使用により使用しています。 

 ※詳細は、「大洲総合運動公園管理運営業務仕様書」及び「フェンシング場体育館管理

運営業務仕様書」（以下「業務仕様書」という。）を参照のこと。 

 

（６）事業概要 

ア 大洲総合運動公園の管理 

   設備保守管理、警備、清掃管理、衛生管理、芝生管理、緑地管理 

イ フェンシング場の管理 

   設備保守管理、警備、清掃管理、衛生管理 

ウ スポーツに親しむ機会の提供 

   生涯スポーツやレクリエーションに親しむ場を提供 

エ 運動公園等の利用促進 

      スポーツ・文化・産業イベントの企画・誘致 

 

（７）事業実績等 

  これまでの施設の運営体制、実績等（事業実施状況、利用状況、収支状況等）につい

ては、別添の「大洲総合運動公園事業実績に関する資料」及び「フェンシング場事業実 

績に関する資料」を参照のこと。 

 

３ 管理の基準    

 指定管理者が管理運営を行うにあたり、次の事項を遵守すること。なお、詳細は業務仕

様書を参照してください。 

（１）開館日、利用時間等 

  業務仕様書のとおりですが、知事又は県教育委員会の承認を得て変更することも可能 

です。 

 

（２）利用者に公平かつ適切なサービスの提供を行うこと。 

 

 (３）適正な維持管理 

  指定管理者において緊急事態等を想定した危機管理体制の整備や安全管理マニュアル 

を策定するとともに、防災士の資格を持つ常勤職員を1名以上配置し、随時の従業員に

対する研修や緊急事態等の対応についての訓練等により、事故防止や安全管理の徹底を

図ること。 
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 (４）業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。 

 

 (５）法令等の遵守 

  業務を遂行する上で、以下の関係法令及び条例を遵守し、適正な管理業務を行うこと。 

 ア 都市公園法（昭和31年4月24日法律第79号） 

 イ 都市公園法施行令（昭和31年9月11日政令第290号）、同法施行規則 

 ウ 大分県都市公園条例（昭和53年7月20日大分県条例第20号。以下「都市公園条例」

という。） 

 エ 大分県都市公園条例施行規則（昭和53年8月1日大分県規則第41号。以下「都市公 

園規則」という。） 

 オ 大分県公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例（平成16年大分県条 

例52号。以下「指定手続条例」という。）、同条例施行規則 

 カ 大分県使用料及び手数料条例（昭和31年大分県条例第27号） 

 キ 大分県行政手続条例（平成7年大分県条例第30号） 

    指定管理者が施設の利用者に対して行う許可その他の処分には、大分県行政手続 

条例が適用されるので留意すること。 

 ク 大分県情報公開条例（平成12年大分県条例第47号） 

     指定管理者が施設の管理業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書等で指定

管理者が管理しているものの公開については、別途指定管理者において情報公開規

定を定めるなどにより、適正な情報公開を行うこと。  

 ケ 大分県個人情報保護条例（平成13年大分県条例第45号） 

      指定管理者が施設の管理業務を通じて取得した個人情報の取扱いに関しては、漏

えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理を行うほか、個人情報を保

護するために必要な措置を講じること（具体的には別途協定で定める）。 

    なお、個人情報の開示については、別途指定管理者において規程を定めるなどに

より適正な取扱いに努めること。  

   コ 地方自治法（昭和22年法律第67号）（第244条、第244条の2） 

   サ 行政不服審査法（昭和26年法律第67号）、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）  

       指定管理者が利用不許可処分等を行う場合においては、行政不服審査法に基づく 

   審査請求、行政事件訴訟法に基づく処分の取り消しの訴えを行うことができる処分 

   であること等を相手方に教示する義務があります。 

   シ 大分県立スポーツ施設の設置及び管理に関する条例（昭和39年大分県条例第58号、 

以下「スポーツ施設条例」という。） 

  ス 大分県立スポーツ施設利用規則（昭和54年教育委員会規則第2号） 

  セ 労働関係法令 

  ソ 大分県会計規則その他関連する法令等 
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（６）文書の管理・保存 

指定管理者が、施設の管理業務を行うにあたり作成し、又は取得した文書等について 

は、大分県文書管理規程等に準じて、別途指定管理者において文書管理規程等を定め、

適正な管理・保存を行うこと。 

 

（７）事業計画書及び収支計画書の提出 

毎年度２月末日までに、次年度の事業計画書及び収支計画書を、県と調整を図ったう

えで作成、提出すること。 

 

（８）事業報告書の提出 

  毎年度終了後に、指定管理業務全般に係る事業実績報告書を作成し、翌年度の５月末

日までに提出すること。 

 

（９）その他 

  管理の基準の細目については、県と指定管理者の間で締結する協定で定めるものとし

ます。 

 

４ 指定管理者が行う業務 

（１）管理業務  

 ア 運動公園等施設の維持管理及び修繕に関する業務  

      ・大洲総合運動公園の施設、緑地等及びフェンシング場の維持管理を行うこと。 

  ・小規模な修繕を行うこと。 

イ 運動公園等の利用の受付及び案内に関する業務 

  ウ 有料公園施設及び体育施設の利用の許可に関する業務 

      ・都市公園条例第６条に定める有料公園施設の利用者に対して利用許可等の事務を

行うこと。 

   ・スポーツ施設条例第２条に定めるスポーツ施設のうち、フェンシング場の利用者

に対して利用許可等の事務を行うこと。 

   ・有料公園施設及びフェンシング場にかかる使用料の徴収及び還付等の各種手続き

を行うこと。 

 エ 運動公園等の利用の促進に関する業務 

      ・積極的な広報業務、誘致業務を行うこと。 

   ・スポーツの振興及び運動公園等の利用促進に資する事業を実施すること。 

 オ  地域、ＮＰＯ等との連携に関する業務 

   ・運動公園等の管理運営に当たって、地域、ＮＰＯ等と協働して取り組むこと。 
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 カ  ネーミングライツパートナーシップ事業に関する業務 

     ・大分県及び硬式野球場の命名権取得企業が協力して行う地域貢献・スポーツ振興 

   活動に対する企画・運営業務や愛称の周知業務等を行うこと。（※別途契約とす 

   る為、この業務に係る経費は基準価格には含まれていません。） 

 キ その他、運動公園等の管理に関する事務のうち、知事のみの権限に属する事務を除

く業務 

   ＊知事のみの権限に属する事務は、行政財産の目的外使用許可（地方自治法第２３ 

   ８条の４第４項）、不服申立に対する決定（地方自治法第２４４条の４）等法令 

   により定められているものです。 

 

（２）自主事業 

 ア 指定管理者は、運動公園等の設置目的に合致し、かつ、管理業務の実施を妨げない

範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとし

ます。 

 イ 指定管理者が自主事業を実施する場合には、あらかじめ県の承認を受けなければな

りません。 

 

（３）サービス改善提案事業 

 ア 応募者は、別記の現行サービスを参考にして、上記（１）の管理業務の質を高める

サービス向上策及び（２）自主事業のうち、各年度５５万円（消費税及び地方消費税

を含む。）の範囲内で、特に優れた提案と考えるものをサービス改善提案事業として

申請することができます。 

   なお、指定管理候補者の選定においては、選定委員会は、当該サービス改善提案事

業の内容を含めて審査を行い、指定管理候補者を選定します。 

 イ 「サービス改善提案事業」として申請された事業については、指定管理候補者選定

後、選定委員会が「更なる県民サービス向上につながる特に優れた提案」であるかを

審査し、採択の可否を考えます。 

 ウ 選定委員会において、申請した事業がこの事業に採択された場合には、事業実施に

係る県からの委託料を加算した額を提案価格とするため、金額を変更した申請書を再

度提出していただきます。 

   なお、サービス改善提案事業として採択されなかった事業については、（１）管理

業務又は（２）自主事業として実施していただくこととなります。 

 ※選定委員会については、１４ページ「９ 指定管理者の候補の選定」を参照してくだ

さい。 
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（４）留意事項 

 ア 指定管理者が実施することとなる管理運営業務の詳細及びその基準については，別

添「業務仕様書」を参照してください。 

イ 管理運営業務の全部を第三者に委託し又は請け負わせることはできません。ただし、

業務の一部について、県の承認を得た上で、専門の事業者に委託することは可能です。 

ウ 事業の評価結果等により，指定管理者の業務が基準を満たしていないと判断した場

合，改善の勧告、指示等を行い，なお改善が見られない場合は，指定を取り消すこと

があります。 

 

５ 指定の期間 

指定管理者が運動公園等の管理を行う期間は，令和５年４月１日から令和１０年３月

３１日までの５年間を予定しています。 

この指定の期間は、県議会及び市議会の議決により確定することになるので留意して

ください。 

なお、指定の期間内であっても、管理を継続することが適当でないと認めるときは、

指定を取り消すことがあります。 

 

６ 経費     

（１）管理業務に要する経費の支払い 

県は、指定管理者の業務を実施するために必要な経費として、選定された指定管理者 

が提示した額を上限として委託料を支払います。委託料の上限額、支払時期、支払方法

等については、大分県と指定管理者で締結する協定書で定めることとし、各年度の委託

料は、県と指定管理者との協議によって決定することとします。 

運動公園等の管理運営に係る委託料の上限額（以下「基準価格」という。）について 

は、以下のとおり設定しており、申請に当たっては、基準価格以内の委託料に基づいて

事業計画及び収支計画を作成することとします。 

 （基準価格） 

 

 

 

令和５年度   ７１，８２８千円 

令和６年度   ７１，８２８千円 

令和７年度   ７１，８２８千円 

令和８年度   ７１，８２８千円 

令和９年度   ７１，８２８千円 

   合計      ３５９，１４０千円   

＊年度毎の基準価格は消費税及び地方消費税（10％）を含んだ額であるので、留意して

ください。 

＊ネーミングライツパートナーシップ事業は、指定管理者に委託して実施することにな

っていますが、その事業費はこの基準価格には含まれていません。（別途契約を行い
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ます。） 

＊基準価格を超えた委託料の額に基づいた申請があった場合、失格とします。 

＊委託料の増額は、災害等の特別な場合を除き、原則として行いません。 

 ただし、運動公園等の使用料に係る収入が、収入目標額１７，４００千円の±１０％

を上回る変動があった場合は、その１／２を翌年度の委託料に反映させます。（最終

年度については年度終了時点で精算します。）《この仕組みをメリットシステム（後

述）といいます。》なお、収入目標額に含められている収入のうち、以下については

特別な取扱いを行い、原則として指定管理者の不利益にならないよう考慮することと

します。 

ア 県の政策による減免：従来、使用料を徴収していたものについて新たに減免を行

った場合は、収入があったものとみなします。 

イ 収入目標を設定した時点の状況が大きく変化した場合 

 

 【メリットシステムについて】 

メリットシステムとは、使用料を徴収する施設において、指定管理者の努力により事 

前に設定した使用料収入の目標額を上回る収入を上げた場合、その努力を評価し、目標

額の２分の１を翌年度の委託料に上乗せして支払うことにより、指定管理者の営業努力

を促すものです。（収入が目標額を下回った場合は同様の算定により、翌年度の委託料

から減額します。） 

 

（２）管理業務に要する委託料の精算 

指定管理者が業務を県が示した水準どおりに確実に実施する中で、事業収入の増加、 

経費の節減など指定管理者の経営努力により生み出された金額については、原則として

精算による返還を求めません。 

 

（３）サービス改善提案事業に要する経費 

 ア この事業に要する経費は、管理業務に要する経費とは別枠とし、事業終了後に精算

して支払います。 

 イ 選定委員会において、申請した事業がこの事業に採択された場合には、事業実施に

係る県からの委託料を加算した額を提案価格とするため、金額を変更した申請書を再度

提出していただきます。 

 ウ 運動公園等のサービス改善提案事業に係る委託料の上限額については、以下のとお

り設定しており、申請する事業は、上限額以内の金額で、収支の内訳がわかるように（１）

の事業計画及び収支計画に含めて作成することとします。 

 （別添様式を参考にしてください。） 
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（サービス改善提案事業上限額）令和５年度   ５５０，０００円 

令和６年度   ５５０，０００円 

令和７年度   ５５０，０００円 

令和８年度   ５５０，０００円 

令和９年度   ５５０，０００円 

 合 計  ２，７５０，０００円 

 

 なお、年度ごとの上限額は消費税及び地方消費税を含んだ額であるので、留意してくだ

さい。 

 

（４）管理口座・区分経理 

指定管理者としての業務に係る経費及び収入は、団体自体の口座とは別の口座で管理 

してください。また、指定管理者としての業務に係る経理とその他の業務に係る経理を

区分して整理してください。 

なお、大洲総合運動公園と大分県立フェンシング場の業務に係る経理についても、区 

分して整理してください。 

 

（５）使用料の徴収 

  使用料の徴収は、利用者の利便性を考慮し、キャッシュレス決済をはじめとした多様

な手段により指定管理者が行うこととします。 

  なお、キャッシュレス決済による利用料金の徴収に伴い発生する決済手数料について

は、基本協定書とは別に締結する覚書の締結に伴い、県が負担することとします。 

 

７ 申請資格 

（１）申請者の資格 

  申請しようとするものは、次の①～⑩までのいずれにも該当する法人その他の団体 

 （以下「法人等」とする。）であること。 

① 応募しようとする者（共同事業体の場合は代表企業・団体をいう。）が、大分市内 

に事務所を置く又は置こうとする法人等であること。 

② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない 

  法人等であること。 

 ③ 大分県及び大分市から指名停止措置を受けていない法人等であること。 

 ④ 大分県及び大分市発注工事に係る請負契約等に関し、次の事項に該当し、当該状態 

  が継続していることから、指定管理者として不適当と認められる法人等でないこと。 

・契約書に基づく措置要求に従わない等、請負契約等の履行が不誠実であること。 

・一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関
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等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 

 ⑤ 以下の暴力団関係者排除対象者に該当しないこと。 

   指定管理者の指定を受けようとする団体若しくはその代表者等（法人にあっては、 

非常勤を含む役員及び経営に事実上参加している者、任意の団体にあっては、その代 

表者及び経営に事実上参加している者。以下同じ。）又は指定を受けた団体若しくは 

その代表者等が、次の事項のいずれかに該当すると認められる場合 

 （１）暴力団関係者である場合 

  （２）暴力団関係者に金銭、物品その他の財産上の利益を与えた場合 

  （３）暴力団関係者を使用した場合 

  （４）暴力団関係者と密接な交際等を有している場合 

   ※ 詳しくは「指定管理者からの暴力団排除に関する連絡体制の確立についての合 

意書」を参照してください。 

 ⑥ 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続を行っていない法人等である 

こと。また、銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経

営状況が不健全であると判断される者でないこと。 

 ⑦ 賃金不払いに関する厚生労働省からの通報が知事に対してあり、当該状態が継続し 

ている場合であって、明らかに指定管理者として不適当と認められる者でないこと｡ 

 ⑧ 県税、市税、法人税、消費税等を滞納していない法人等であること。 

 ⑨ 大分市大洲総合体育館指定管理者公募要領に定める応募資格を有する法人等である 

こと。 

 ⑩ 大分県の「大洲総合運動公園及びフェンシング場指定管理者募集要項」、並びに大 

分市の「大分市大洲総合体育館指定管理者募集要項」に基づき双方の申請手続きを行

っている法人等であること。 

 

（２）申請者の形態について 

  申請者の形態は、以下に示す形態のいずれかとします。 

  ・単独団体 1つの企業・団体（株式会社、任意団体等、組織形態は問わない。） 

  ・SPC 主として本施設の管理を目的として新たに設立する特別目的会社 

  ・共同事業体 複数の企業・団体から構成される共同事業体 

※ 申請時に設立していなくても申請できることとしますが、その場合、その実現性

を証明する資料を提出してください。   

  また、大分県議会の指定の議決（令和４年１２月予定）までに、法人登記簿謄本

又は法務局登記官の受領書を提出してください。 

※ 共同事業体の形態をとる場合には、必ず代表企業・団体を明記することとし、協

定の締結にあたっては共同事業体の構成員全てを協定当事者とします。選定後の協

議は代表企業・団体を中心に行いますが、協定に関する責任は共同事業体の構成員

全てが負うこととなります。 
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８ 指定管理者の公募手続 

（１）公募のスケジュール 

具体的な実施スケジュールは以下のとおりです。ただし、問い合わせ等は、土曜日、

日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く開庁日の午前９時から正午

まで、午後１時から午後５時１５分まで（以下、「開庁時間」という。）にお願いい

たします。 

 

 （スケジュール）（予定） 

８月３日（水）   募集要項等公表 

８月３日（水）から９月１４日（水）まで  募集要項等配布 

８月２９日（月）  募集要項等に関する説明会 

 （現地見学会を含む） 

８月３日（水）から９月２日（金）まで  募集要項等に関する質問の受付 

９月１４日（水）  募集要項等に関する質問の回答 

９月１５日（木）から１０月３日（月）まで  指定申請書等の提出 

 

（２）公募手続 

 ア 募集要項等配布 

   以下の通り、募集要項等を配布します。 

    配布期間  ８月３日（水）から９月１４日（水）までの開庁時間 

    配布場所  大分市大手町３丁目１番１号 

          大分県土木建築部公園・生活排水課（県庁舎新館６階） 

          ※内容については、県ホームページからもダウンロードできます。 

 イ 募集要項等に関する説明会（現地見学会を含む。） 

   募集要項等に関する説明会を、大分市と共同で下記により行います。本説明会では、 

  募集要項、図面等の配布を行います。なお、詳細図面については、本説明会終了後、 

  申請書類等の提出締切日までの間、土木建築部公園・生活排水課において閲覧する 

ことができます。 

日  時：８月２９日（月） １４：３０～１６：３０予定 

場  所：大分市青葉町１－１（総合体育館１Ｆ 研修室） 

          ※総合体育館周辺の現地説明を含む。 

参加人数：各団体２名程度とします。複数の団体で共同事業体を組む場合にあっ 

ては、各構成団体につき２名以内とします。 

参加申込：参加希望の方は「大洲総合運動公園及びフェンシング場指定管理者募集 

要項に関する説明会参加申込書」(様式第３号)に必要事項を記入の上、 
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８月２２日（月）１７：１５までに問い合わせ先（１４ 問い合わせ先 

参照。以下同じ。）までFAX又はE-mailにてお申し込みください。 

    ※災害等により現地説明会の開催が困難な時は、参加申込者に事前に連 

絡を行います。 

 ウ 募集要項等に関する質問書の受付 

   募集要項等の内容に関する質問を「大洲総合運動公園及びフェンシング場指定管理 

  者募集要項等に関する質問票（様式第４号）」により、以下のとおり受け付けます。 

    受付期間：令和４年８月３日（水）から９月２日（金）までの開庁時間 

    提出場所：問い合わせ先に同じ 

    提出方法：E-mail による送付とします。（電話でのご質問は受け付けません。） 

 エ 募集要項等に関する質問の回答 

   すべての質問に対する回答を希望者全員にE-mail により送付します。 

   なお、希望者は質問締切日までに問い合わせ先にE-mailにより質問の回答を希望す 

  る旨をお知らせください。 

  回答日：令和４年９月１４日（水） 

    （予定～質問の内容によって若干遅れる場合があります。） 

 オ 指定申請書等の提出 

 指定申請書等を以下のとおり受け付けます。 

① 申請書類 

申請に当たっては、以下の書類を県に提出していただきます。なお、県が必要と認め 

る場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

（ⅰ）指定管理者指定申請書 

〔指定手続条例施行規則（平成16年大分県規則第78号）に定める第１号様式〕 

 （ⅱ）申請にあたって事業者間の合意が確認できる書類（該当の場合のみ） 

   （参考例により作成し提出してください。） 

（ⅲ）大洲総合運動公園及びフェンシング場の管理運営に関する事業計画書 

  （様式第１号） 

（ⅳ）大洲総合運動公園及びフェンシング場の管理運営に関する収支計画書 

  （様式第１号の２） 

（ⅴ）定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類 

（ⅵ）法人にあっては、当該法人の登記簿謄本 

（ⅶ）申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その他

の団体の財務状況を明らかにする書類 

（ⅷ）申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他の団体の業務

の内容を明らかにする書類 

（ⅸ）労働者災害補償保険に加入していることを証する書類（従業員を雇用していない
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事業者は除く）。 

（ⅹ）納税証明書 

(1) 法人税及び消費税について未納がないことの証明書（第１号様式の添付書類には 

    記載されていませんが、法人税納税証明書も添付してください。） 

(2) 大分県の県税（同県税が課税されていない者で県外に主たる事務所又は事業所 

 を有する者にあっては、主たる事務所又は事業所の所在地の都道府県税）につ 

 いて未納がないことの証明書 

(３) 大分市の市税（同市税が課税されていない者で市外に主たる事務所又は事業所 

 を有する者にあっては、主たる事務所又は事業所の市町村税）について未納が 

 ないことの証明書 

 （ⅹⅰ）応募事業者確認書 

 （ⅹⅱ）申立書（様式第２号）（提出書類に該当がない場合のみ） 

 （ⅹⅲ）誓約書 

② 受付期間：令和４年９月１５日（木）から１０月３日（月）までの開庁時間 

③ 提出場所：問い合わせ先に同じ 

④ 提出方法：指定申請書等１５部（正本１部、副本１４部）を上記に定める提出場所に

持参してください。 

提出は上記方法に限り、郵送・ファクシミリ等による提出は受理しません。

要求した内容以外の書類、図面等についても受理しません。 

⑤ 申請に当たっての留意事項 

ア 複数の申請の禁止 

  １申請者につき１申請とし、複数の申請をした場合は、失格とします。 

イ 申請書提出期限までに所定の書類の提出がない場合 

  申請はなかったものとして取り扱うこととします。 

ウ 接触の禁止    

申請者及び申請者の代理人並びにそれ以外の関係者が選定に対する不当な要求を行

った場合もしくは、指定管理候補者選定委員会委員に個別に接触した事実が認められ

た場合には、失格となることがあります。 

エ 共同事業体の構成団体の変更 

共同事業体で応募する場合、代表団体及び構成団体の変更は認めません。ただし、

構成団体の倒産、解散等の特殊な事情が認められ、審査の公平性及び業務遂行上の支

障がないと県が判断した場合には、変更を可能とすることもあります。 

その際には、変更の旨を問い合わせ先までご連絡下さい。 

オ 申請の辞退 

団体の解散等の事情により、応募を辞退することが明白となった場合には、応募辞

退届（様式第５号）を提出してください。 

提出場所：問い合わせ先に同じ 



 14 

カ 提案内容変更の禁止 

提出された書類の内容を変更することはできません。 

キ 虚偽の記載をした場合及び不正があった場合の無効 

申請書類に虚偽の記載があった場合や不正があった場合、当該申請は無効とします。 

ク 著作権の帰属等      

事業計画書等の著作権は、申請者に帰属します。ただし、県は、指定管理候補者の

決定の公表等必要な場合には、事業計画書等の内容を無償で利用できるものとします。 

なお、申請書類は理由の如何に関わらず返却しません。   

ケ 情報公開条例に基づく情報公開 

  提出された申請書類、選定過程、審査結果等については、大分県情報公開条例に基

づく情報公開請求の対象となるとともに、原則として指定管理候補者の決定後、申請

者名、選定結果等を公表するものとします（非公開情報：個人に関する情報や申請者

の正当な利益を害するおそれのある情報等を除く）。  

コ 費用負担 

申請に関して必要となる費用は申請団体の負担とします。 

サ 本事業提案応募のために説明会・現地見学会等、定められた機会を除き、県から便

宜を図ることはできません。応募者は県が提供した情報、独自に合法的に入手した情

報のみで提案を行ってください。 

シ 本事業提案で得た情報について、応募者は第三者への公表及び他目的への使用をす

ることはできません。ただし、以下の情報についてはその対象ではありません。 

・公知となっている情報 

・第三者により本業務に関し合法的に入手できる情報 

 

９ 指定管理者の候補の選定 

（１）選定方法 

学識経験者５名、県職員２名及び大分市職員２名の委員で構成する大洲総合運動公

園及びフェンシング場指定管理候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）の

各委員が、次の選定基準に基づいて審査した評点の合計（最高100点）と、大分市大

洲総合体育館指定管理予定者選定等委員会の各委員が、大分市大洲総合体育館指定管

理者募集要項「指定管理候補者の選定基準」に基づいて審査した評点の合計（最高100

点）を合算（最高200点）し、合算した評点の最も高い申請者を指定管理候補者とし

て選定し、この結果により最終的に県及び市それぞれで指定管理候補者を決定します。 

なお、大分市大洲総合体育館においては、市の選定委員会における評点の合計が６

割に満たない場合には、市の指定管理候補者から落選することとなります。今回の指

定管理者の募集においては、県と市は同一の指定管理候補者を選定するとの基本的事

項が定められていることから、市の指定管理候補者に落選した者は県の指定管理候補

者からも落選することとなりますので、ご留意ください。 
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（２）選定基準 

 指定手続条例第４条各号に定める選定基準によることとします。 

１ 県民の平等な利用が確保されるとともに、サービスの向上が図られるものであるこ 

と。 

２ 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経 

費の縮減が図られるものであること。 

３ 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有しているものであること。 

４ その他公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要であるとして知事等が 

別に定める基準 
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 選定基準に基づき設定する審査項目の概要は以下のとおりです。 

   

内     容 点  数 

○利用者の平等な利用の確保及び法令の遵守 

  利用者の平等な利用の確保及び法令の遵守がなされること 

確保・遵守され 

ない場合は失格 

○施設の効用の最大化 

 

５４ 

(8+30+16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の設置目的と管理運営方針との適合性 

・施設の設置目的に沿った管理運営方針となっているか 

・大分市大洲総合体育館との一体管理及び利活用の促進にかかる 

 提案の具体性はあるか 

     

８ 

 

      

施設の維持管理計画の内容、その的確性と実現可能性 

・施設の維持管理計画の内容、その的確性と実現可能性 

・危機管理体制、安全管理の適切性 

・ＮＰＯ等との連携・協働の具体性 

 

３０ 

 

 

公園・施設の利活用促進 

・利活用促進の妥当性及び具体性 

・自主事業の適切性と効果 

 

１６ 

 

○維持管理経費の縮減 

  管理経費の縮減が図られるものであること。 

    ①基準価格、②申請者の提案額、③最低提案額により評価 

  （①ー③）／①＜０．００５の場合 

    各申請者の点数＝２０＋１０×（①ー②）／（①ー③） 

  ０．００５≦（①ー③）／①＜０．０１５の場合 

   各申請者の点数＝１５＋１５× （①ー②）／（①ー③） 

  ０．０１５≦（①ー③）／①の場合 

   各申請者の点数＝   ３０×（①ー②）／（①ー③） 

 

 

 

 

３０ 

 

 

 

 

○管理運営の安定性 

 管理を安定的に行う人的及び物的能力を有しているか又は確保でき 

る見込みがあること。 

    ・業務を安定的に行う経済基盤・財務状況 

  ・類似施設の運営実績 

    ・人的能力（管理運営組織） 

 

 

１６ 

 

 

 

                     合     計 １００ 
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※ 優秀指定管理者への加算 

 現在の指定管理者に対しては、外部有識者による大分県行財政改革推進委員会指定管理

者評価部会が、管理運営状況について５段階評価を行います。 

 現在の指定管理者が申請し、その者が５段階評価で「Ａ」「Ｂ」の優秀な評価を得たと

きは、下記の加算を行います。評価結果は、令和４年１０月頃に確定する予定です。 

評価結果 加算の内容 

Ａ   各選定委員の採点に１０点加算する。 

Ｂ   各選定委員の採点に ５点加算する。 

 

（３）ヒアリング等 

 ア 選定に当たり、提出書類により応募資格、提案内容等を書類審査の後、選定委員会 

  によるヒアリングを行います。 

 イ 書類審査の結果は、全ての申請者に対して書面で通知します。 

 ウ ヒアリングの日時、場所等については、後日、該当する申請者に対して書面又はメ 

  ールで通知します。 

 エ ヒアリングは、前半に申請者からのプレゼンテーション、後半に質疑応答を予定し 

  ています。なお、ヒアリングの出席者は必要最小限とし、事業計画書の組織体制表に 

  基づくマネージャー等責任者については必ず出席してください。 

 

（４）選定結果の通知及び公表 

ヒアリングの後、県及び市の選定委員会で申請者の最終評価を行い、指定管理者と

して最もふさわしい指定管理候補者を選定します。選定の結果は、県においては、申

請者全員（グループで応募の場合、グループの代表団体宛）に書面で通知するととも

に公表します。 

 

１０ 指定管理者の指定及び協定の締結 

（１）指定管理者の指定 

指定管理者の指定には、大分県議会及び大分市議会のそれぞれの議決が必要です。 

原則として、それぞれで選定された指定管理候補者を、県においては令和４年第４

回大分県議会定例会、市においては令和４年第４回大分市議会定例会に上程し、それ

ぞれの議決を経たのち、指定管理者として指定する予定です。(令和４年１２月予定) 

なお、県の指定については、指定の相手方に書面で通知するとともに、指定手続条

例第６条第１項の規定に基づいて告示を行います。 

 

（２）協定の締結 

県と指定管理者は、業務内容に関する細目的事項、管理の基準に関する細目的事項
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等について協議の上、協定を締結します。なお、協定の主な内容は、管理業務仕様書

を参照してください。 

 

（３）留意事項 

ア 指定の議決を経るまでの間に指定管理者に指定することが著しく不適当と認められ 

る事情が生じたときは、指定の議決後においても指定しないことがあります。 

イ 指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取 

り消し、協定を締結しないことがあります。 

 ①正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。 

 ②資金事情の悪化等により、事業の履行に支障があると認められるとき。 

 ③著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認めら 

れるとき。 

 

１１ 事業実施状況の監視等 

（１）モニタリング 

  県は、指定期間中の指定管理者の業務の実施状況を把握し、必要なサービス水準を確 

保するため、モニタリングを行います。 

  モニタリングの結果、管理の基準や事業計画書に記載された事項等が達成されていな 

い場合には、県は改善措置を講じる等の指導を行います。 

  さらに必要な場合は、業務の停止や指定の取消しを行うことがあります。 

  ア 定期モニタリング 

   毎月、業務報告書を提出していただき、県は当該報告に基づき状況確認を行います。 

イ 随時モニタリング 

   必要に応じ、随時状況確認等を行います。 

 

（２）評価の実施と公表 

県は、指定管理者の業務の改善及び県民サービスの一層の向上に資するため、（１） 

のモニタリング及び毎事業年度終了後に提出される事業報告書の確認により、業務の実

施状況について評価を行い公表します。 

 

（３）利用者アンケートの実施 

施設利用者の利便性の向上等の観点から、アンケート等により、施設利用者の意見・

苦情等を聴取し、その結果及び業務改善への反映状況について、県に報告していただき

ます。  

 

 



 19 

（４）帳簿類等の提出要求 

監査等に必要があると認める場合、指定管理者は帳簿書類その他の記録を提出する必

要があります。 

 

１２ その他 

（１）指定管理者の履行責任に関する事項 

 ア 指定管理者は、施設利用者の被災に対する第１次責任を有し、施設又は施設利用者

に被害があった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに県に報告しなければな

りません。 

 イ 指定管理者は、事業継続が困難になった場合又はそのおそれが生じた場合は、速や

かに県に報告しなければなりません。 

 ウ 前記に規定するもののほか、指定管理者の責任履行に関する事項については、協定

で定めることとします。  

 

（２）事業の継続が困難となった場合の措置 

ア 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合は、県は

指定の取消しをすることができるものとします。その場合は、県に生じた損害は指定

管理者が賠償するものとします。また、指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支

障なく、本施設の管理運営業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとします。 

イ 当事者の責めに帰すことができない事由による場合 

不可抗力等、県及び指定管理者双方の責めに帰すことのできない事由により、業務

の継続が困難になった場合、事業継続の可否について協議するものとします。 

一定期間内に協議が整わない時には、それぞれ、事前に書面で通知することにより

協定を解除できるものとします。なお、指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支

障なく、本施設の管理運営業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとします。 

ウ 指定管理者の指定取消後の対応 

指定管理者の指定取消後、他の（選定時に決めていた場合は、「第2順位、第3順位

の」）法人等と、指定管理予定候補者としての協定締結について協議を行うことがあ

ります。 

 エ その他  

   前記に規定するもののほか、事業の継続が困難となった場合の措置については、協

定で定めます。 
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（３）協定書の解釈に疑義が生じた場合等の措置 

協定書の解釈に疑義が生じた場合、又は協定書に定めのない事項について定める必要

が生じた場合については、県と指定管理者は誠意を持って協議するものとします。 

 

（４）リスク分担に対する方針 

協定締結にあたり、県が想定する主なリスク分担の方針は、以下のとおりです。 

これらは、帰責事由の所在が不明確になりやすいリスクについての方針を示したも 

  のです。 

項目 

 

負担者 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 指定管理者 

管理運営  ◎  

施設・設備・備品等の

維持管理 

○ 

（大規模な修繕） 

◎ 

 

 

 

備品の購入、改修 ◎   

施設等の使用許可（付

随事務を含む） 

 

 

 

 

◎ 

 

 

行為許可、設置許可、管理

許可、行政財産の目的外使

用許可は除く 

災害時対応 

 

 

○ 

（指示等） 

 

◎ 

（待機体制の確保、被害調

査、報告、応急措置） 

 

 

 

事故、火災等による施

設の損傷及び被災者

に対する責任 

 

◎ 

 

○ 

（指定管理者の責に帰す

る事由の場合） 

 

 

 

災害復旧（復旧工事） ◎   

包括的管理責任 ◎   

施設に対する各種保

険の加入 

○ 

 

○ 

 

事案による 

 

火災保険の加入 ◎   

利用者に係る賠償責

任保険の加入 

 

 

◎ 

 

 

 

一般的な税制変更 

（消費税を除く） 

 

 

◎ 

 

 

 

消費税の変更 ◎   

（◎：原則として対応責任がある ○：一部責任を負う場合がある ） 

※利用者に係る賠償責任保険については、県を追加被保険者にするとともに、交叉責任担 

保追加特約を付帯すること。 
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※疑義のある場合や、定めのない事項については、指定管理者と県が協議の上定めること 

とします。 

 

１３ 様式・添付資料 （ 別 添 ） 

（１）様 式 

 ア 指定管理者指定申請書（施行規則に定める第１号様式） 

 イ 申請にあたって事業者間の合意が確認できる書類（参考例：共同事業体協定書） 

 ウ 大洲総合運動公園及び大分県立フェンシング場の管理運営に関する事業計画書 

                                 （様式第１号） 

 エ 大洲総合運動公園及び大分県立フェンシング場の管理運営に関する収支計画書 

                               （様式第１号の２） 

 オ 申立書（様式第２号） 

 カ 大洲総合運動公園及び大分県立フェンシング場の指定管理者募集要項等に関する説 

  明会参加申込書（様式第３号） 

キ 大洲総合運動公園及び大分県立フェンシング場の指定管理者募集要項等に関する質 

  問票（様式第４号） 

ク 応募辞退届（様式第５号） 

ケ 応募事業者確認書 

コ 誓約書 

 

（２）添付資料 

 ア 大洲総合運動公園及びフェンシング場事業実績に関する資料 

  イ 大洲総合運動公園管理運営業務仕様書 

  ウ 大分県立フェンシング場の管理運営業務仕様書 

 

１４ 問い合わせ先  

 〒８７０－８５０１ 

 大分市大手町３丁目１番１号 

  大分県土木建築部公園・生活排水課 

   電 話 ０９７－５０６－４６６４ 

   ＦＡＸ  ０９７－５０６－１８２９ 

   E-mail a18800@pref.oita.lg.jp 


